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(1) 水質管理体制の強化 

  ア 事業概要 

水道水質基準は、昭和33年に定められて以降、生活様式の多様化と科学技術の進歩に対応するた

めに、改定がなされてきました。平成 15 年に水道水質基準の大幅な改正が行われ、その後も幾度かの

逐次改正を経て、現在は 51 項目の水質基準が定められています。このように水質管理の充実が図られ

る中で、利用者の水質に対する関心も高まってきています。 

近年の水道水質を取り巻く環境では、濁度や臭気、発ガン性物質、クリプト等の耐塩素性の微生物

による感染症リスク、臭素酸、ハロゲン化酢酸等の新たな消毒副生成物などの問題がクローズアップさ

れており、水道水質の一層の管理強化が求められているところです。 

 

こうした背景の中で、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現するための手段として、平成

20 年 5 月に「水安全計画策定ガイドライン」が厚生労働省より示され、平成 27 年 6 月には「水安全計画

作成支援ツール簡易版」が公表されました。それらに基づき、本市においても、「薩摩川内市 水安全

計画」を令和３年３月に策定したところです。 

この水安全計画に従って、今後も法定基準に準拠した水質検査計画の策定と水質検査を行い、良

好な水道水質の維持を目指します。 

 

なお、本市におけるバイオアッセイ（生物の反応を用いた毒性監視・評価）の導入や、水質汚染事故

対応マニュアルの策定は、現在のところ丸山浄水場のみ完了していますが、他の水源・浄水場におい

ても一層の水道水の安全性や信頼性を確保するために、水質汚染や事故等への対応、原水及び浄水

水質の管理体制の更なる強化を目指し、多様化する水質の問題に対して柔軟な対応ができる体制を

確立します。 

 

また、本市の水源のうち、地表水の混入の恐れがなくクリプト等の指標菌が検出されていない被圧地

下水（クリプト等の汚染の恐れの判定がレベル１に該当）については、令和４年度より、地表水の混入の

恐れがある場合（同・レベル２に該当）と同様の検査頻度（3 か月に 1 回以上の指標菌検査）に変更する

など、水質管理体制を強化する方針です。 
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イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 定量的な目標値 

水質監視システムの構築 （水質監視装置の導入） 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

対策箇所 43 65 87 

達成率 
49％ 

（43/87） 

75％ 

（65/87） 

100.0％ 

（87/87） 

  ※達成率の（ ）は、水源の箇所数を示す。 

 

 

水質汚染事故対応マニュアルの策定 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

策定箇所 1 30 63 

達成率 
2％ 

（1/63） 

48％ 

（30/63） 

100.0％ 

（63/63） 

  ※達成率の（ ）は、浄水場の箇所数を示す。 

 

 水質監視システムの構築と水質管理体制の強化 

現在、川内地域の 21 施設、樋脇地域の 5 施設、入来地域の 7 施設、東郷地域の 4 施設、

祁答院地域の 6 施設において水質監視設備を導入済みであるが、他の水源においても、河川

水や伏流水、湧水、地下水（浅井戸）を水源とするところでは、クリプト等の病原性微生物に対

し、監視強化を図っていく。 

丸山浄水場以外の浄水場についても、表流水を水源とするところでは、水質管理における危

機管理対策として魚類による原水の毒物等流入の監視と水質監視装置による監視を行ってい

き、これまで以上に水質管理体制を強化する。 

 

 水質汚染事故対応マニュアルの策定 

丸山浄水場以外の浄水場についても、万が一の水質汚染事故に備え、水道事業体共通の

認識で対応を図るために「水質汚染事故対応マニュアル」を策定する。 
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(2) 水道施設の保守・点検 

 ア 事業概要 

水道施設の維持管理は、水道水の安全性・安定性に直接関わるものであり、適切かつ効率的・合理

的に行う必要があります。現在多くの水道施設を抱え、上水道課及び甑島振興局の担当者が日常的な

維持管理に従事しています。 

維持管理は、運転管理と保守・点検に大別されます。運転管理は、施設や設備の効率的な運転・制

御を行うと共に、水道システム全般としての機能を充分に発揮しなければなりません。 

一方、保守・点検は①予防保全、②事後保全、③信頼性向上策の実施等からなり、これらは設備や

機器、規模、特徴、設置場所等により状態が異なります。 

浄水施設の異常やヒューマンエラー（操作ミス、判断ミス）を防止するために「運転管理マニュアル」

の策定が必要ですが、現在、本市では丸山浄水場のみ策定済みの状況です。 

また、効率的かつ適切な保守・点検を行うために「維持管理マニュアル」の策定が必要ですが、全体

施設については整っていない状況です。 

引き続き、他の浄水場も含めた「運転管理マニュアル」及び「維持管理マニュアル」の策定を順次進

めると共に、緊急漏水対応や丸山浄水場の維持管理業務等において導入済みの第三者委託も含めた、

維持管理の効率化・合理化を図っていきます。 

 

イ 主要な施策 

 

ウ 定量的な目標値 

浄水場の運転管理マニュアル・維持管理マニュアルの策定 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

運転管理マニュアル 1 30 63 

維持管理マニュアル 0 30 63 

 運転管理マニュアルの策定 

施設の異常やヒューマンエラー（操作ミス、判断ミス）を防止する目的から「運転管理マニュア

ル」を策定する。正常時の機器の性能・特徴を生かす操作手順と異常時・事故時等に施設・設

備の状態を判断する基準や適切な処置方法などを明示する。 

 

 維持管理マニュアルの策定 

効率的かつ適切な保守・点検を行うために「維持管理マニュアル」を策定する。運転管理業

務の一環としても行われる巡視点検は、保守・点検業務内容を明示する。 
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紫外線処理設備の様子 

 

(3) 浄水処理方法の調査・研究 

ア 事業概要 

近年、水源周辺の環境悪化や新たな有害物質の発生による水質基準の強化など、水道を取り巻く

環境は厳しさを増す状況にあります。 

本市における浄水処理方法には、塩素消毒のみの方式、緩速ろ過方式、急速ろ過方式のほか、活

性炭処理や紫外線処理などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回策定の「薩摩川内市水道ビジョン」（平成 20 年３月）において、クリプトの汚染の恐れがあるとして

いた５水源のうち、樋脇地域「樋脇中央」と入来地域「盛水」については紫外線処理設備を導入済みで

あり、東郷地域「中津俣」、祁答院地域「上手（秋上）」については急速ろ過設備で対応しています。祁

答院地域「砂石」については未実施ですが、その後、川内地域「青山」「尾白江」、「土川」、入来地域

「内之尾」、「草渡」、祁答院地域「宮脇」、「横石」、「牟田」、の各水源においてもクリプトの汚染の恐れ

が生じました。 

 

これらの各水源に対して、個別に紫外線処理設備やろ過設備を導入するとなると事業費も必要とな

ることから、当面の間はこれらの水源の水質管理体制を優先的に強化して状況を注視すると共に、後述

の「非常時の融通機能の充実」、「配水区域間のバックアップ機能の強化」、「配水区域の再編成」も含

めた対応を検討していきます。 

また、現在、原水水質に応じた適切な処理を行っている施設においても、周辺環境や地下水環境に

よって原水水質が将来的に変化する可能性も考えられるため、恒久的な水質安全確保の観点から、必

要に応じて先端技術の導入についても調査・研究を進めていきます。 
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 クリプト対策 

クリプト対策として、川内地域「青山」「尾白江」、「土川」、入来地域「内之尾」、「草渡」、祁答

院地域「砂石」、「宮脇」、「横石」、「牟田」の各水源の水質管理体制を優先的に強化し、安全な

水の供給に努める。 

 

 浄水処理方法の調査・研究 

将来にわたって周辺環境や地下水環境によって変化する原水水質に対し、恒久的な水質安

全確保から、必要に応じて先端技術の導入について調査・研究を進めていく。 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 定量的な目標値 

9 水源（川内地域「青山」「尾白江」、「土川」、入来地域「内之尾」、「草渡」、祁答院地域「砂石」、「宮

脇」、「横石」、「牟田」）の水質管理体制の優先的強化 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

対策箇所 － 9 9 

達成率 
0％ 

（0/9） 

100.0％ 

（9/9） 

100.0％ 

（9/9） 

  ※達成率の（ ）は、対象水源の箇所数を示す。 

 

(4) 水道施設の計画的な整備と更新 

ア 事業概要 

  本市の水道施設のうち、昭和 40 年代の高度経済成長期に建設された施設の多くが更新時期を迎え

ており、災害に対する脆弱性や水質ニーズの多様化・高度化への対応が困難な状況にあります。また、

人口減少による給水収益の減少が見込まれる中、計画的かつ効率的な老朽化施設の更新や投資が

求められています。 

中でも配水管は、水道水を利用者に供給するためのライフラインの根幹であり、安定した給水を行う

上で重要な施設であります。 

これまで漏水対応や下水道工事等に併せて老朽管路の更新を行ってきましたが、未だ多くの老朽管

が残っています。また、布設後の経過年数と共に、今後も老朽管が増加していく見込みです。 

老朽化の著しい普通鋳鉄管や鋼管、塩化ビニル管は、耐震性に劣り、漏水及び折損事故、赤水など

水質障害の原因となります。また、管路以外の施設についても、基幹施設となる浄水場や配水池におい

ては、計画的に施設の更新・増強等の整備を推進する必要があります。 

 

第６章 具体的な施策内容 

45



本市では、平成 27 年度に策定した水道施設事業計画や令和２年度ならびに令和４年度に策定した

経営戦略に基づき、管路や施設の耐震化・更新を順次実施しているところですが、引き続き、耐震化

計画やアセットマネジメントの検討も踏まえながら、基幹管路や重要給水施設への配水管、基幹施設

などを重点対象として優先順位と布設替時期の調整を図り、計画的に更新を行っていきます。 

 

 イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 定量的な目標値 

老朽管の更新 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

老朽管の残存延長   243,952 m   190,000 m   130,000 m 

管路総延長 1,290,397 m 1,290,397 m 1,290,397 m 

老朽管比率※1 18.9％ 15.0％ 10.0％ 

  ※1：老朽管比率は、当該年度時点における管路総延長に対する老朽管（布設後 40 年以上経過）の残存延長の比率を

示す。 

 

基幹施設（浄水場・配水池）の更新・増強 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

基幹施設の更新数 30 98 164 

上記達成率※1 
18％ 

（30/164） 

60％ 

（98/164） 

100％  

（164/164） 

  ※2：達成率の（ ）は、基幹施設の箇所数を示す。 

 

 老朽管の更新 

   老朽化の著しい鋳鉄管や鋼管、塩化ビニル管は耐用年数40年を目安として計画的に更新・増

強等の整備を行う。 

 

 基幹施設の更新・増強 

   多くの施設で老朽化が進行しており、計画的に施設整備・更新を推進する。また、配水池等の

施設においては、必要貯留量に合わせ適切な更新を推進する。 
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(5) 渇水対策 

ア 事業概要 

甑島区域では、里地域（上甑簡易水道）、中甑地域（上甑簡易水道）と鹿島地域（下甑簡易水道）で

渇水に対し、不安を抱えています。特に上甑地域では、山間部が少ないため保水能力が低く平成 19 年

の渇水では水源確保に苦慮しました。 

 

甑島区域の地形や降雨量等の自然条件を踏まえた水源不足への対応策として、水源電探調査を実

施した上で新たな井戸の設置、連絡管の整備、貯水ダムの有効利用等が考えられます。 

甑島区域では、水源の確保が最優先課題であることを踏まえ、連絡管の整備や貯水ダムの活用等

の調査・研究を行います。 

 

また、渇水時を含め、水道水の供給が停止した場合の非常時の備えをしておくことも大切です。令和

３年 10 月には、和歌山県和歌山市において基幹的な送水ルートである水管橋が崩落し、同市北部へ

の水道水の供給が停止する事態が発生しました。同地域への送水については代替機能が確保されて

いなかったことから、約 6 万世帯、13 万 8 千人に影響する断水が５日間以上に渡って発生しました。この

事態を契機として、ライフラインの二重化の必要性が改めてクローズアップされました。 

 

渇水などの非常時に備え、薩摩川内市の本土においては、川内地域と東郷地域、樋脇地域の一部

の連絡管を整備済みの状況ですが、里地域と上甑地域、長浜地区と芦浜地区についても連絡管の整

備を進め、ライフラインの多重化によるリダンダンシー（冗長性）の確保に努めます。 

 

また、災害等により断水となった場合の応急給水対策として、給水車による給水活動および浄水場等

への蛇口の設置により、飲料水を確保します。 
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イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 定量的な目標値 

連絡管の整備 （ライフラインの多重化によるリダンダンシー確保） 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

連絡管整備 
川内 ⇔ 東郷、 

樋脇の一部 
長浜 ⇔ 芦浜 里 ⇔ 上甑 

上記達成率 50.0％ 75.0％ 100.0％ 

  

 甑島区域の水源の確保 

他地域との連絡管の整備、貯水ダムの有効利用等を行う。 

 

 非常時の融通機能の充実 （ライフラインの多重化によるリダンダンシー確保） 

渇水や地震に対しても利用者に公平な給水を行うために、また、融通機能の強化を図るため

に、効果的な連絡管を整備する。 

 

 災害に備えた施設整備 

災害により断水となった場合の応急給水対策として、給水車による給水活動および浄水場等

への蛇口の設置により、飲料水を確保する。 
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(6) 浸水対策・耐水化対策 

ア 事業概要 

近年、全国的な気候変動の影響によって大雨が発生し、洪水や高潮等による被害が頻発しています。

令和元年の台風 19 号においては、関東や東北などにおいて河川の氾濫等が発生し、各地の浄水場での

浸水被害が生じました。 

 平成 30 年 12 月に政府全体で取りまとめた「防災・減災、国土強靭化のための３ヶ年緊急対策」では、近

年の自然災害による被害の教訓を踏まえて令和 2 年度までの集中的な取り組みとして、特に重要度の高

い水道施設に対して停電・土砂災害・浸水災害を踏まえた対策を実施することが定められました。 

また、令和 2 年 12 月には、令和 3 年度～7 年度までの 5 ヶ年で重点的かつ集中的に対策を講じる「防

災・減災、国土強靭化のための 5 ヶ年加速化対策」が閣議決定され、「交通ネットワーク・ライフラインを維

持し、国民経済・生活を支えるための対策」（28 対策）の中で、水道施設（浄水場等）の耐災害性強化対

策が定められました。 

こうした背景を踏まえ、本市においても、浄水場や他の水道施設についての浸水リスクと浸水想定の検

討を行うと共に、その結果に基づいた主要設備の安全性確保、災害後の復旧体制の整備、資機材の備

蓄等を進めていく必要があります。 

浸水対策・耐水化対策として、水道施設の敷地地盤高の嵩上げや防水壁の設置、止水堰や防水扉、

開口部の嵩上げ、換気口部や越流管の立ち上げなどによる建物やポンプ水槽内部への浸水防止、重要

機器・設備の浸水深より高いフロアへの移設などがあります。今後、各対策の必要性を個別に検討しなが

ら、合理的な浸水対策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 浸水対策の例（国土交通省資料より） 

 

 

 

第６章 具体的な施策内容 第６章 具体的な施策内容 

49



イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 定量的な目標値 

主要施設の安全性確保  

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

浸水・耐水対策の 

施設数 
0 箇所 10 箇所 20 箇所 

上記達成率 
0％ 

（0/20） 

50％ 

（10/20） 

100％ 

（20/20） 

  ※達成率の（ ）は、対象施設の箇所数を示す。 

 

 

 

 主要施設の安全性確保（浸水対策・耐水化対策） 

各水道施設について浸水リスクや浸水想定の検討を行い、その結果を踏まえて、防水壁や防

水扉の設置、開口部の嵩上げ、重要機器・設備の高層フロアへの移設などの対策を進める。 

 

 災害後の復旧体制の整備 

浸水を含めた各種災害が発生した際の被災施設の復旧体制を整備する。 

 

 応急・復旧の資機材の備蓄 

各種災害が発生した際の支障物や障害物の撤去、水道施設の機能復旧のために必要となる

資機材の備蓄について、より一層の充実を図る。 
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 (7) 配水区域の再編成 

ア 事業概要 

水道事業は、将来にわたって安定した給水を行う必要があります。本市では、水需給バランスの適正

化や水圧の均等化、非常時における断水や被害区域の最小化を図るために、全ての地域において配

水池系統別にブロック化を実施済みですが、配水区域の再編成においては、水道施設の効率的配置

を図り、丸山浄水場の稼働率向上と地形を活かした自然流下方式を優先的に活用し、加圧ポンプ区

域の縮小化に努めます。また、入来地域と東郷地域では別水系と接続する予定です。 

また、配水管網の水理検証により水圧の過不足箇所、配水の滞留する管路、適正な管口径等を分

析・評価し、利用者に良質な水を最適に供給できる管路整備を行うと共に、配水池容量の過不足につ

いても検証し、配水池や管路のダウンサイジングの可能性を検討していきます。 

 

 イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 需給バランスと配水区域の適正化 

水源水量と配水量の水需給バランスを考慮し、配水区域の適正化を行っていく。配水ブロック

化においては、現状の配水区域の経過を踏まえ、丸山浄水場の稼働率向上と自然流下方式区

域の拡大を目標に、周辺の区域を含めた施設の統廃合を推進する。 

 

 加圧・減圧区域の見直し 

維持管理費の軽減や運用管理の簡素化、エネルギー損失の抑制による環境負荷の低減を目

標に、加圧・減圧区域の見直しを行う。 

 

 配水池容量や管路口径の検証とダウンサイジングの検討 

施設運用が適正かどうかの検証を踏まえ、配水池や管路のダウンサイジングの可能性を検討

する。 

第６章 具体的な施策内容 

51



 

(8) 水道利用者の給水装置の更新の促進 

ア 事業概要 

  有効な水利用と施設の稼働率の向上には、有収率（※1）の向上が不可欠となります。老朽化した管路

の布設替えに伴い漏水が減少し、ある程度有収率の向上が期待できます。しかし、各家庭の給水管か

らの少量の漏水が積み重なり、有収率の低下の一要因になっています。  

利用者に水道の仕組み等を十分理解していただき、同時に給水管布設替えの推進を広報やホーム

ページ等で利用者にお願いし、有収率向上に努めていきます。 

  

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

(9) 遠方監視制御設備の充実化 

ア 事業概要 

本土の水道施設の監視は丸山浄水場で行い、甑島区域は甑島振興局で監視を行っています。管

理・監視中に発生した異常時の対応は、職員が直接現場まで足を運んでいます。 

管理事務所から現場まで遠い所で 1 時間程度を要するため、災害時や水質事故等の異常事態が発

生した場合、迅速かつ的確な対応に支障をきたすことが懸念されます。 

水道施設の運転状況の的確な把握と異常時の敏速な対応、効率的で安定した維持管理システム

を構築するために、樋脇・入来・東郷・祁答院地域や甑島区域の未整備施設について情報技術（IT）を

活用した監視制御システムの整備を進めています。 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

※1 有収率：有収水量を給水量で除したもの（％） 

 給水管の布設替えの促進 

給水管は、利用者の財産であり、布設替えは原則利用者の負担となることから広報紙やホー

ムページ等を活用し、利用者に水道の仕組みを十分理解して頂き、給水管の更新を積極的に

促進する。 

 遠方監視制御設備の充実化 

異常時対応も含め、複数の浄水場、配水池等、水源から配水にいたる一連の水管理を一元

化し、効率的かつ安全に運用できる監視制御システムを構築する。 

第６章 具体的な施策内容 
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ウ 目標 

遠方監視制御の充実化 

地域名 
実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

本
土 

川内 ○ ○ ○ 

樋脇 △ ○ ○ 

入来 △ ○ ○ 

東郷 △ ○ ○ 

祁答院 △ ○ ○ 

甑
島 

里 △ △ ○ 

上甑 △ △ ○ 

下甑 △ △ ○ 

鹿島 △ △ ○ 

  ※○は浄水場で制御や対応が可能、△は現場に行って制御や対応を行う。 

  ※甑島は、甑島振興局に監視装置がある。 

 

(10) 配水管網図と給水台帳の情報更新 

ア 事業概要 

  配水管網と給水台帳に関する情報は、「水道施設管理システム」により電子化済みですが、埋設位置

や布設年度、管種、給水装置の設置状況等の管理情報が地域により不明確な状況にあります。施設の

根幹となる管路の埋設位置やバルブの位置を把握して、漏水事故等の緊急時における迅速かつ適切

で効率的な対応を確保するため、構築済みのデータベースについて不明情報の補完、情報更新を図

っていきます。 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 配水管網図・給水台帳の情報更新 

施設の根幹となる管路の埋設位置やバルブの位置を把握し、漏水事故や更新計画に迅速か

つ効率的に対応できるようにデータベースの情報更新を図る。 

 

第６章 具体的な施策内容 
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(11) 情報公開の充実化 

ア 事業概要 

平成 14 年 4 月に改正された水道法により、水道事業に対する理解を深めるとともに、利用者の知りた

い情報を積極的に提供していく観点から、水道の安全性やコストに関する情報提供を水道事業者の責

務として位置付けられました。 

現在、利用者に水道事業に関する理解と知識を深めてもらうため、水道局ホームページの活用（水

道料金、水質試験計画、水質試験結果、水源の状況、水道管凍結防止策等の情報掲載）や、丸山浄

水場の施設見学、広報紙等を活用した活動を行っています。 

利用者ニーズに的確に対応するために、水道事業の経営状況や水質データ等の情報を敏速にわか

りやすく提示し、情報公開に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 具体的な施策内容 

水道事業者 

客
観
的
で
分
か
り
や
す
い 

情
報
の
積
極
的
な
提
供 

水
道
事
業
者
の
施
策
・
投
資
に
対
す
る
理
解 

水
道
水
の
安
全
性
な
ど
水
道
に
対
す
る
信
頼 

利用者に理解を促す情報 

(事業に関するコスト等の情報) 
○ 事業の運営コスト 
○ 水道料金等の利用者の負担 
○ 今後必要な施設整備・更新の

計画とそのコスト 
○ 事業の効率化への取組み 
           など 

利用者の知りたい情報 

(水道の水質等に関する情報) 
○ 安全性向上への取組み 
○ 水質検査の計画及び結果 
○ 原水水質等の水源の状況 
○ 渇水や震災への備え 
          など 

利 用 者 

水道事業者と利用者の対話 市ＨＰ等による情報提供 

図 情報提供の推進 出典：厚生労働省 
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イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 定量的な目標値 

情報公開の更なる推進とインターネットでの意見受付 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

情報公開の 

更なる推進 
△ 〇 〇 

 

 

 

 情報公開の充実化 

水道事業に対する理解を深めてもらうために丸山浄水場の施設見学、広報紙等を活用した活

動を継続的に実施すると共に、耐震化計画や水安全計画などの情報公開を進める。 

 

 ホームページ等からの意見・相談 

利用者のニーズに応えていくために、市のホームページ等により水道事業に対する利用者の

意見や相談を受け付ける。これにより、水道事業者と利用者が一体となり、市民の視点に立った

事業運営及び水道事業の透明性を確保する。 

第６章 具体的な施策内容 
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(12) 直結給水の検討 

  ア 事業概要 

マンションや高い建物への給水方式は、一般に受水槽給水方式を採用しています。衛生面の問題

から維持管理が必要となり、設置者に経済的な負担が生じています。水道水が利用者に届く過程での

水質劣化を防止するためには、受水槽を経由しないで配水管から直接給水する直結給水システムの

拡大が有効となります。 

現在、３階までの直結給水を条件付きで実施しているところですが、平坦な市街部を中心に直結直

圧給水の更なる拡大が可能かどうか、引き続き検討していきます。 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 直結給水拡大の検討 

平坦な市街部を中心に配水管網整備などにより直結給水の更なる拡大を検討する。 

第６章 具体的な施策内容 

市街地のマンション 
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(1) 基幹管路の耐震化 

  ア 事業概要  

阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）や東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）、熊本地震などの

大規模地震災害により、水道施設や管路の耐震化の重要性、必要性がより一層高まっています。 

「薩摩川内市地域防災計画資料編」の想定地震では、本市において震度６弱～６強の揺れが想定さ

れています。 

一方、既往の大規模地震災害において、耐震型の継手形式のダクタイル鋳鉄管や、融着型の継手

形式の配水ポリエチレン管ではほとんど被害が発生しておらず、断水期間が最小限に抑えられた実績

があります。 

本市の水道の管路は 1,143km 布設されており、このうち基幹管路は 75km となっていますが、基幹管

路のうち耐震管・耐震適合管は 25km（約 34.1％）となっています。 

これらの管路を全て耐震型管路にすることは、多額な費用と時間が必要なことから、管路の重要度や

更新の優先順位付けを行い、老朽管路の布設替の時期に併せて、耐震型継手のダクタイル鋳鉄管や

高密度・融着式の配水ポリエチレン管を採用し、耐震化を図っていきます。 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

ウ 定量的な目標値 

基幹管路・重要給水管路の耐震化 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

基幹管路における 

耐震適合性管路延長 
25,384 m 30,000 m 36,000 m 

上記達成率※1 34.1％ 40％   48％   

  ※1：達成率は、現在の基幹管路の総延長（74,548m）に対する同管路の耐震管・耐震適合管の延長の割合を示す。 

 

 基幹管路・重要給水管路の耐震化 

耐震化計画において検討した管路の重要度や更新の優先順位等を踏まえ、老朽管路につい

いて、ダクタイル鋳鉄管ＮＳ形やＧＸ形、配水ポリエチレン管（高密度・融着式）への布設替を行

い、耐震適合率の向上を図る。 

 

第６章 具体的な施策内容 

強靭： 基本方針＜災害に強い水道＞ 6-2 
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  (2) 水道施設の耐震化 

  ア 事業概要 

(ア) 水道施設の耐震化 

前述の大規模地震災害を踏まえ、管路と同様、水道施設についても耐震化の重要性、必要性がより

一層高まっている状況にあります。 

また、前述のように薩摩川内市地域防災計画の想定地震においても、本市内で震度 6 弱～６強の揺

れが想定されるなど、水道施設への影響が危惧されており、被害を最小限に抑えるためには、基幹施

設の耐震性を高めることが重要となります。 

今まで、耐震設計では平成 21 年度に発刊された「水道施設耐震工法指針・解説」を基に耐震性能

が規定されていました。しかし、同指針・解説は令和 4 年 6 月に改訂されており、構造物の耐震性能に

関する規定と解析手法の適用範囲が変更されました。 

本市の主要配水池については、従来の規定に基づく耐震診断を実施済みですが、令和 4 年 6 月に

改訂された「水道施設耐震工法指針・解説」の改訂内容や耐震化計画の検討も踏まえたうえで、耐震

レベルが確保されていない基幹施設について耐震診断を実施し、耐震性能の確認と必要な耐震補強

対策について検討します。 

 

（イ) 給水拠点の整備 

配水池は、平常時の飲料水供給施設としての機能を果たすとともに、地震等災害時の給水拠点施

設として重要な役割を果たしています。配水池の流出側に地震の揺れや過流量に対して作動する緊急

遮断弁については、現在のところ、川内地域の芸ノ尾配水池と百次配水池、久見崎配水池、入来地域

の向山配水池、東郷地域の石堂配水池、樋脇地域の宇都配水池に設置済みです。その他の主要配

水池についても、地震等災害時の飲料水の流出防止対策として、順次、緊急遮断弁を設置します。 

 

 イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水道施設の耐震化 

基幹施設で築造年度が古い水道施設は、「水道施設耐震工法指針・解説」の改訂動向や耐

震化計画の検討も踏まえたうえで耐震診断を実施し、耐震性能の確認と必要な補強対策につい

て検討する。 

 給水拠点の整備 

主要な給水拠点施設（配水池）に対し、地震における管路破損時など不測の事態に備え、緊

急遮断弁を順次設置する。 

第６章 具体的な施策内容 
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ウ 目標 

主要配水池への緊急遮断弁の設置 

地域名 
配水池容量

（㎥） 

実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

川内 

向鶴 10,560 × × ○ 

芸ノ尾 3,400 〇 〇 ○ 

冷水 600 × 〇 ○ 

永利 1,650 × × ○ 

永野 600 × × ○ 

百次 1,000 ○ ○ ○ 

久見崎 1,400 ○ ○ ○ 

樋脇 
中央  505 × 〇 ○ 

宇都 1,000 〇 〇 ○ 

入来 
盛水 1,126 × 〇 ○ 

向山 1,000 〇 〇 ○ 

東郷 

中津俣（浄） 160 × × ○ 

石堂 650 〇 〇 〇 

藤川 280 × × ○ 

鳥丸 760 × × ○ 

山田 282 × × ○ 

祁答院 

秋上 302 × × ○ 

横石 180 × × ○ 

宮脇 150 × × ○ 

  ※○は緊急遮断弁設置済み。 

 

基幹施設（浄水場・配水池）の耐震化 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

耐震化済みの 

基幹施設数 
３0 50 65 

上記達成率※1 
18％  

（３0/164） 

30％  

（50/164） 

40％  

（65/164） 

  ※1：達成率の（ ）は、対象施設（基幹施設）の箇所数を示す。 

 

第６章 具体的な施策内容 
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(3) 配水区域間等の連携強化 

ア 事業概要 

  本市の配水区域間のバックアップ機能として、前述の「渇水対策」でも示したとおり、川内地域と東郷地

域の連絡管を整備済みであるほか、本土区域の配水区域間の入来地域ならびに川内地域、樋脇地域

内の一部の地域間において、連絡管を整備済みです。 

  拠点施設や基幹管路の耐震化と併せて、更なるバックアップ機能の強化を図り、ライフラインの多重

化によるリダンダンシー（冗長性）の確保に努めます。また、被害が生じた場合の対策として、現在、本

市内の管工事組合等とは協定を締結していますが、今後、他事業体との連携や官民連携を図るために、

他事業体やメーカーからの資機材の調達や応急給水支援の強化を図ります。併せて、隣接事業体との

連絡管等の検討もしていきます。 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配水区域間のバックアップ機能の強化 

非常時の安定給水を確保するために、水融通が可能な配水区域間においては連絡管を整備

し、更なるバックアップ機能の強化を図る。 

 

 隣接事業体等との相互連携の強化 

災害時のために日頃から隣接事業体との相互連携を強化し、迅速な協力体制により被害を最

小限に抑える。 

第６章 具体的な施策内容 
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(4) 災害対策マニュアル等の充実 

ア 事業概要 

地震、台風、渇水などの災害が発生した場合の水道事業への影響度は高く、施設・管路の整備によ

るハード対策と共に、応急・復旧体制の構築や対応マニュアルの整備などによるソフト対策が重要となり

ます。水道施設の保全、二次災害の防止・減災を目的に応急給水及び応急復旧を直ちに実施できる

体制を整えておく必要があります。 

本市の水道事業における「現在の危機管理体制」は以下のようになっていますが、災害時の対応マ

ニュアルの更なる充実を図ると共に、水道事業の運営を災害時でも円滑に継続でるようにするため、時

系列（タイムライン）に沿った具体的対応を示した事業継続計画（ＢＣＰ＝Business Continuity Plan）の

策定が望まれます。 

また、復旧資材や人員確保には限りもあることから、他事業体や民間との連携強化を図りながら応急

復旧・応急給水体制を整備・拡充すると共に、テロ行為など人為的災害への対応にも備えた水道施設

のセキュリティ強化も進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－現在の危機管理体制－ 

・ 災害対策マニュアルについては、危機管理マニュアル、渇水対策マニュアルを策定済みです

が、全施設の維持管理に対応したマニュアルは未策定です。事業継続計画（ＢＣＰ）について

は、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）とインフルエンザへの対応のみ策定済みですが、

他の災害への対応も含めたＢＣＰ策定が必要です。 

・ 給水車２台の配備と共に、給水袋も随時補充を実施しています。また、管継手や漏水修理の資

機材を常時保有（随時補充）しています。 

・ 市ならびに日本水道協会九州地方支部の災害対応訓練に参加し、災害時における職員の対

応能力の向上を図っています。 

・ 水源地及び配水池に監視システムを順次導入しています。 

・ 本市内の管工事組合等との災害協定を締結しています。 

第６章 具体的な施策内容 
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イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 目標値 

危機管理体制の強化 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

事業継続計画 

（ＢＣＰ）の策定 ※ 
- 〇 〇 

他事業体や 

メーカーとの連携 
- 〇 〇 

住民との合同訓練 

地域協力体制づくり 
- 〇 〇 

※上表のうち、事業継続計画（BCP）については、新型コロナウィルス感染症とインフルエンザへの対

応のみ策定済み。ここでは、それ以外の各種災害への対策を盛り込んだＢＣＰを想定。 

 災害対策マニュアルの更なる充実と事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

本市は本土区域と甑島区域で構成されており、地域により仕切弁の開閉の仕方や配管使用

材料等が相違していること等から、災害時に即時に誰でも対応できるよう災害対策マニュアル

の更なる充実を図る。また、非常時における事業運営を円滑に継続できるような具体的対応を

示した事業継続計画（ＢＣＰ＝Business Continuity Plan）については、新型コロナウィルス感染

症（COVID-19）とインフルエンザへの対応のみ策定済みであるが、その他の各種災害への対

応も含めたＢＣＰを策定する。 

 

 他事業体や民間との連携 

   現在、水道資材倉庫を保有しており、漏水修理等の最低限の資機材は確保している。資機

材の保有は、複数個所での分散保管とより多くの資機材を確保することが望まれるが、経費も嵩

むことから、今後、他事業体との共同備蓄やメーカーとの連携を図る。 

また、災害時には地域住民の協力も不可欠であるため、関係機関との連携により合同訓練を

実施するなど災害時の地域協力体制づくりを行う。 

 

 テロ対策など人為的災害の予防 

   テロ行為などの予防から主要な施設を守るため、セキュリティ導入による施設の監視体制の

強化を図るとともに、施設への立入りを防止するために忍び返しフェンス等を設置する。 

第６章 具体的な施策内容 
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(1) 健全な財務体質の確保 

ア 事業概要 

本市では、市町村合併後から各地域によって相違のあった料金体系を平成２３年4月に統一し、水道

利用者の負担格差の解消を図り、その後、水道事業に本土区域の簡易水道事業の事業統合及び甑

島区域の簡易水道事業再編に併せて平成 28 年 4 月と平成 29 年 4 月に水道料金の段階的な改定を

行いました。 

一方、水道事業は、施設拡張の時代から維持管理の時代へと移り変わっており、施設の老朽化に伴

う更新費用や各種災害に備えた強靭化に向けた事業費の財源確保が必要となってきています。また、

今後の人口減少や節水意識の浸透・節水型機器の普及に伴って、水使用量も減少していくことから、

料金収入が減少していく見通しとなります。 

そうした事業環境の変化の中で、健全な財務体質を確保するためには、①収益の確保、②コスト縮

減、③資産の活用などの自助努力と共に、必要に応じて④適正な水道料金の設定を行っていくことが

考えられます。 

経営戦略やアセットマネジメントの検討を踏まえた、効率的な事業運営と経営基盤の更なる強化を

図り、利用者に理解が得られるように努めていきます。 

 

 

 

第６章 具体的な施策内容 

持続： 基本方針＜安定した事業運営＞ 6-3 
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 イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 収益の確保 

①有収率の向上 

有収率の向上は経営上の目標であり、結果として施設利用率の向上や安定供給に繋がること

から、その対策として老朽化した管路の布設替えや配水池への流量計の設置を継続的に推進

し、有収率を向上させる。 

漏水調査など、AI 技術を活用した先進技術の導入について調査・検討する。 

 

②収納率の向上 

収納率の向上は、経営基盤の強化に繋がることから、水道料金の口座振替やコンビニ収納、

スマートフォン決済などによる納付窓口の拡大を図ることにより、利用者の利便性を高め、納入し

やすい環境をつくる。 

 

③国庫補助金等の活用 

旧簡易水道事業であった地域を統合したことにより、給水人口当りの管路延長が増大したた

め、利用者の料金収益のみでは対応できない状況にある。上水道事業及び簡易水道事業の建

設改良事業において、今後も最大限に国庫補助金等の財源を活用する。 

 

■ コスト縮減 

④公共工事の縮減 

工事費のうち管路工事が全体事業の 7 割程度を占めているため、少しの削減が結果として大

きなコスト縮減に繋がることから、「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」等を踏まえ、継

続した管路の浅埋化と他の公共事業との同時施工等に努めていく。 

 

⑤事業運営の効率化方策 

営業費用に関わる維持管理費の圧縮に努めるとともに、水道事業の収支バランスを図った施

設整備費とし、支払利息や企業債の軽減に努めていく。 

 

■ 資産の活用 

⑥未利用資産の有効活用 

現存の保有現金の資産運用について検討する。 

 

■ 適正な水道料金の設定 

⑦必要に応じた水道料金の見直し 

経営戦略やアセットマネジメントの検討を踏まえ、必要に応じて水道料金の見直しの検討を行

う。 

第６章 具体的な施策内容 
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ウ 目標 

配水池流量計設置 

地域名 
配水池 

施設数 

実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

川内 28 
設置済 24 

未設置 4 
○ ○ 

樋脇 12 
設置済 11 

未設置 1 
○ ○ 

入来 14 ○ ○ ○ 

東郷  8 ○ ○ ○ 

祁答院 10 
設置済 9 

未設置 1 
○ ○ 

上甑 15 
設置済 11 

未設置 4 
○ ○ 

下甑 13 
設置済 9 

未設置 4 
○ ○ 

 

 

第６章 具体的な施策内容 
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(2) 事業と業務の効率化 

 ア 事業概要 

平成 14 年度の水道法改正により貯水槽水道の管理強化、第三者委託の制度化等が示されました。

これに伴い、本市は近隣事業体に先駆けて、平成 16 年度より丸山浄水場運転管理の一部委託を行っ

ており、一定の成果を挙げています。その他の浄水施設は、水源水質に対応した水処理システムを有

していますが、コスト縮減に向け、民間への委託化を検討します。 

平成 28 年度からは、窓口業務においても第三者委託を導入しています。 

本市では、水道サービス水準を確保・向上させるために、平成 19 年 4 月より支所職員を集約化し、

効率的な事業執行体制で取組んでいますが、職員の年齢構成をみると 50 代以上が約 4 割、40 代も含

めると約8割を占めており、20代～30代の若手職員が少なく、将来的な世代交代を考えると、人材育成

と技術・技能の継承が喫緊の課題となっています。 

職員の能力活用と人材育成を図るために水道の技術講習会等に積極的に参加し、専門的な知識・

経験を有する技術者の養成・確保を目指すとともに、次世代に継承するにふさわしい水道を目指して、

組織機構の強化を図ります。 

事業の効率化・営業の効率化のため、先進技術の導入の検討を行います。 

 

○ 現在民間委託を実施している業務 

・検針業務 

・丸山浄水場運転管理包括委託 

・末端給水栓水質検査 

・電気保安業務 

・料金収納業務 

・給水装置工事申請受付業務 

・休日開栓業務 

・施設の点検業務 

・量水器取替業務 

・電算入力（利用者登録）業務 

・料金精算業務 

・開閉栓業務  等 

・施設・管路設計    

・配管図修正業務  
・水質分析・検査業務 

・料金滞納整理業務 

・浄水汚泥処理業務 

○ 民間委託の検討余地がある業務 

・上水道管理システム（給水装置台帳、水道配管台帳、送配水管現況図、工事関係図面のデータ

ベース化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 具体的な施策内容 

丸山浄水場運転管理包括委託 
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イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2  PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」：公共施設等の建設、維持管理、運

営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法で、民間の資金、経営能力、技術的能

力を活用することにより国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供でき

る。 

 第三者委託の検討 

業務を効率的に行っていくために、民間で行う方が効率的な業務は、PFI（※2）等も視野に入

れた民間委託の検討を行う。 

 

 人材育成と技術の継承 

これまで経験豊富な職員が培ってきた様々なノウハウやスキルについて、マニュアル化や映

像化などのデジタルアーカイブ化によるナレッジマネジメント（知識の共有・活用）の推進に取り組

み、技術・技能の継承を図ると共に、効率的な事業執行体制を目指していく。 

また、職員の能力活用と人材育成を図るために水道の技術講習会等に積極的に参加し、専

門的な知識・経験を有する技術者の養成・確保を目指していく。 

 

 組織機構の強化 

平成 19年 4月からは支所職員を集約化（甑島区域を除く）し、効率的な事業執行体制で取組

んでいる。総職員数は、水道局で局長 1 名、経営管理課 11 名、上水道課 20 名の計 32 名、甑

島振興局で局長1 名、地域振興課8 名、下甑支所地域振興課6 名の計 15名で、合計 47名（令

和 3 年度末）で構成している。本市では事務分掌に基づいて人員配置を行って業務に携わって

いるが、効率面や利用者サービス面の対応を含めた、より弾力的な体制づくりを目的とした組織

機構の見直しについて検討する。 

第６章 具体的な施策内容 
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(3) 水源環境の保全 

ア 事業概要 

水源は、表流水や湧水、地下水を主体とし、比較的清浄で良好な状態であります。しかし、気象環境

及び社会環境の変化に対し、将来にわたって健全な水循環系を維持し、安全で清浄な水源を確保す

るために、水源環境の保全に努めていくことが求められます。 

令和３年３月に策定した「薩摩川内市水安全計画」を踏まえながら、本市の水源の監視と保全を行っ

ていきます。また、本市が最も多く取水している一級河川の川内川について、関係機関と協力・連携を

図り、水質汚濁防止対策に努めていき、次世代に良好な水質の水源を継承します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 水源の監視 

水源周辺を監視する体制を強化する。 

 水源環境の保全 

関係機関との協力・連携を図り、水源周辺の水質汚濁に関わる状況の把握に努める。 

第６章 具体的な施策内容 

斧渕取水口（川内川取水口）の様子 
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(4) 省エネルギー対策の推進 

ア 事業概要 

令和 3 年 10 月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、 我が国における取り組みの中期目

標として、令和 12 年度において温室効果ガスを平成 25 年度から 46％削減することを目指すこと、さら

に 50％の高みに向けて挑戦を続けていくことが示されました。 

水道事業における対策も明記され、省エネルギー・高効率機器の導入、ポンプのインバータ制御化

などの省エネルギー設備の導入及び施設の広域化・統廃合・再配置による省エネルギー化の推進や、

小水力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備の導入を実施すること、長期的な取組

として水道施設が電力の需給調整に貢献する可能性を追求することなどが盛り込まれています。 

また、同年 10 月～11 月には「国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会合（COP26）」が英国・グラス

ゴーで開催され、令和 12 年に向けて野心的な気候変動対策を締約国に求める内容が決定文書に盛り

込まれました。 

これらは、平成 27 年 9 月の国連サミットにおいて示された「持続可能な開発目標ＳＤＧｓ」（エス・ディ

ー・ジーズ）にも関連しており、水道事業にも深く関わる内容となっています。 

 

本市においては、配水方式は自然流下方式を主体としておりますが、地下水の汲み上げや地形特性

による加圧配水ポンプの使用などに電力エネルギーを使用しています。地球温暖化対策の見地から、

加圧配水区域の縮小や、機械設備の更新時にインバータなどの高精度制御機器の導入を図り、環境

負荷の低減に取り組んでいきます。 

また、太陽光発電などの未利用エネルギーの活用についても調査、研究を推進していきます。 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高精度制御機器の導入 

水道施設で使用するポンプ設備や照明設備等についてインバータ等の高精度制御機器の

積極的な導入を行う。 

 

 立地特性を活かした自然流下方式への見直し 

川内地域の石神配水区は加圧配水方式を採用しており、隣接する自然流下方式の配水区

域を拡張し、動力費の削減に努める。 

 

 未利用エネルギーの活用の調査 

太陽光発電などの未利用エネルギーの活用について、調査、研究を進める。 

 

第６章 具体的な施策内容 
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(5) 浄水汚泥活用の検討 

ア 事業概要 

本市の重要施設である丸山浄水場は、川内川を水源として、浄水処理方法は薬品沈殿方式及び急

速ろ過方式を採用し、適切な処理を行い、良質な水を提供しています。現在、丸山浄水場で発生する

浄水汚泥は、汚泥の成分構成により廃棄物として処分していますが、年間 65t 発生する浄水汚泥を資源

として活用できないか検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 丸山浄水場発生汚泥の活用の検討 

丸山浄水場で発生する年間 65t の浄水汚泥を資源として活用する検討を行う。 

丸山浄水場 天日乾燥床 浄水汚泥の状況 

丸山浄水場 機械脱水（ケーキヤード）の様子 

第６章 具体的な施策内容 

70



 

(6) 環境に配慮した事業運営の推進 

  ア 事業概要 

平成 30 年 6月に閣議決定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、持続可能な社会づ

くりとの総合的な取り組みとして、循環型社会の形成に向けた取り組みの中長期的な方向性が示されて

います。 

循環型社会の形成の実現に向けて、水道事業においても廃棄物の排出を抑制した環境負荷を低減

する取り組みが必要です。 

本市は、廃棄物の排出抑制に取り組み、環境に配慮した事業運営を推進します。 

 

イ 主要な施策 

 

 

 

 

 

 

(7) 窓口サービスの充実 

ア 事業概要 

水道利用者と接する主な業務は、①引越に伴う水道の使用開始・中止手続き、②料金の窓口収納、

③水道料金、使用水量等の問合せ、④給水工事や断水等の問合せ等があります。 

水道事業の運営は、利用者の水道料金によって成り立つもので、水道料金の未回収率や苦情件数

の減少、水道料金の支払いの簡素化等を進めています。 

窓口サービスについては民間委託を導入済みですが、業務の効率化と市民からより一層の信頼・理

解を得るために、更なる窓口サービスの充実を図り、すでに導入しているコンビニエンスストアにおける

水道料金の支払に加え、スマートフォンでの決済、インターネットでの給水使用開始・中止手続きの導

入についても検討していきます。 

 

イ 主要な施策 

 

 施設更新における環境負荷軽減への取り組み 

施設更新における環境負荷軽減への取り組みとして、管路の浅埋化、発生土の再利用、環

境にやさしい材料の使用、建設副産物の発生抑制の取り組み、環境対策型の重機使用を継続

的に推進する。 

 

第６章 具体的な施策内容 

 窓口サービスの充実 

市民生活の多様化に対し、スマートフォンでの決済、インターネットでの給水使用開始・中止

手続きの導入の検討を行い、サービスの充実を図る。 

   

第６章 具体的な施策内容 
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ウ 定量的な目標 

窓口サービスの充実 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

スマートフォン 

での決済 
- 〇 〇 

インターネットでの 

手続き 
- 〇 〇 

 

 

(8) 利用者ニーズへの対応 

ア 事業概要 

水道サービスの向上について、これまで利用者のニーズに応えるべく努めてきましたが、今後も利用

者の視点に立った水道事業を構築するために、市のホームページ等に寄せられたご意見等を検討し、

更なる水道サービスの向上を図ります。 

 

イ 主要な施策 

 

ウ 定量的な目標 

水道サービスの向上 

 実績 

令和 3 年度 

中期目標 

令和 9 年度 

目標年度 

令和 14 年度 

利用者の意見募集 - 〇 〇 

 

 

 

 ホームページ等に寄せられたご意見の検討 

市のホームページ等に寄せられたご意見等を検討し、水道サービスの向上を図る。 

第６章 具体的な施策内容 
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〔〇：完了、△一部完了、×未実施〕
主要施策 具体的な取組内容

実績
R3

中期
R9

目標
R14

コメント

1-1
水質管理体制の強化

・水質管理システムの構築と水質管理体制の強化
・水質汚染事故対応マニュアルの策定 △ △ 〇

・丸山浄水場以外でもバイオアッセイ導入や水
質汚染事故対応マニュアル策定を図る。

1-2
水道施設の保守・点検

・運転管理マニュアルの策定
・維持管理マニュアルの策定 △ △ 〇

・丸山浄水場以外でも運転管理マニュアルを、
全施設で維持管理マニュアルを策定する。

1-3
浄水処理方法の調査・研究

・クリプト対策
・浄水処理方法の調査・研究 △ 〇 〇 ・水質管理体制の強化を図る。

1-4
水道施設の計画的な整備と更新

・老朽管の更新
・基幹施設（浄水場・配水池）の更新・増強 △ △ △

上水道＝H27策定の水道施設事業計画やR2策
定の経営戦略に基づき、H28から7.5億円/年の
建設改良費にて管路更新（耐震化）や施設整備
（更新）を実施中。
簡易水道＝R4策定の経営戦略にて、
R4に1.4億円、R5～R15に1.7億円/年、
R16以降2.0億円/年の建設改良費を計上

1-5
渇水対策

・甑島区域の水源の確保
・非常時の融通機能の充実（ライフライン多重化）
・災害に備えた施設整備

△ △ 〇

・甑島区域（長浜⇔芦浜、里⇔上甑）の連絡管
整備を進める。
・川内地域と東郷地域、樋脇地域の一部は接続
済み。

1-6
浸水対策・耐水化対策

・主要施設の安全性確保（浸水対策・耐水化対策）
・災害後の復旧体制の整備
・応急・復旧の資機材の備蓄

△ △ 〇

・浸水リスク・浸水想定の検討を踏まえ、防水壁
や防水扉の設置、開口部嵩上げ、重要設備の
移設等を進める。
・資機材備蓄は一層の充実を図る。

1-7
配水区域の再編成

・需給バランスと配水区域の適正化
・加圧・減圧区域の見直し
・配水池容量や管路口径の検証とダウンサイジング
の検討

△ △ 〇

・入来地域副田水源地・配水池と、東郷地域戸
屋川水源地・配水池は廃止予定。
・施設運用が適正かどうかの検証を踏まえたダウ
ンサイジングの可能性を検討する。

1-8
水道利用者の給水装置への関与

・給水管の布設替えの推進 × 〇 〇
・現状は未実施。広報紙やＨＰ等での啓蒙を行
う。

1-9
遠方監視制御設備の充実化

・遠方監視制御設備の整備状況 △ △ 〇
・樋脇・入来・東郷・祁答院地域や甑島区域の未
整備施設を現在整備中

1-10
配水管網図と給水台帳の情報更新

・配水管網図・給水台帳の情報更新 〇 〇 〇 ・不明情報の補完、情報更新を図る。

1-11
情報公開の充実化

・情報公開の充実化
・ホームページ等からの意見・相談 △ 〇 〇

・耐震化計画や水安全計画など一層の情報公
開と共に、市ＨＰ等での意見受付を進める。

1-12
直結給水の検討

・直結給水拡大の検討 〇 〇 〇
・平坦な市街部を中心に配水管網整備などによ
り直結給水の更なる拡大を検討する。

2-1
基幹管路の耐震化

・基幹管路・重要給水管路の耐震化 △ △ 〇
・R3時点の耐震適合率＝34.1%
引き続き耐震化を図る。

2-2
水道施設の耐震化

・水道施設の耐震化
・給水拠点の整備 △ △ 〇

・R4改訂の「水道施設耐震工法指針・解説」の
内容と耐震化計画の検討を踏まえた耐震化を進
めると共に、主要配水池への緊急遮断弁の設置
を進める。

2-3
配水区域間等の連携強化

・配水区域間のバックアップ機能の強化
・隣接事業体との相互連携の強化 △ △ 〇

・川内地域と東郷地域、入来地域内の一部、川
内地域内の一部、樋脇地域の一部で連絡管を
整備済み。更なる機能強化を図る。
・隣接事業体との連携推進。

2-4
災害対策マニュアル等の充実

・災害対策マニュアルの更なる充実と事業継続計画
（ＢＣＰ）の策定
・他事業体や民間との連携
・テロ対策など人為的災害の予防

△ 〇 〇

・災害対策マニュアルの更なる充実と各種災害
対応も含めたＢＣＰ策定を進める。
（災害対策マニュアルは危機管理マニュアルと
渇水対策マニュアルのみ整備済み。ＢＣＰはコロ
ナとインフルエンザのみ策定）
・他事業体との共同備蓄や民間との連携、地域
協力体制づくりを行う。

3-1
健全な財務体質の確保

・収益の確保（有収率の向上、収納率の向上、
国庫補助金の活用）
・コスト縮減（公共工事の縮減、事業運営の効率化
方策）
・資産の活用（未利用資産の有効活用）
・適正な水道料金の設定（必要に応じた水道料金の
見直し）

△ 〇 〇

・老朽管路の布設替えや配水池の流量計設置
を継続的に推進
・更なるコスト縮減や未利用資産の有効活用策
の検討
・経営戦略やアセットマネジメントの検討を踏ま
えた水道料金の見直し

3-2
事業と業務の効率化

・第三者委託の検討
・人材育成と技術の継承
・組織機構の強化

△ △ 〇

・民間委託の適用拡大の検討
・ナレッジマネジメント（知識の共有・活用）の推
進
・効率面や利用者サービス面の対応も含めた弾
力的な体制づくり

3-3
水源環境の保全

・水源の監視
・水源環境の保全 × △ 〇

・水安全計画を踏まえた水源周辺環境の監視と
保全を進める。

3-4
省エネルギー対策の推進

・高精度制御機器の導入
・立地特性を活かした自然流下方式への見直し
・未利用エネルギーの活用の調査

× △ 〇

・インバータ等の省エネ機器の導入
・加圧配水区域の縮小
・太陽光発電などの未利用エネルギーの活用に
ついての調査・検討

3-5
浄水汚泥活用の検討

・丸山浄水場発生汚泥の活用の検討 × × 〇 ・浄水場での発生汚泥を資源として活用

3-6
環境に配慮した事業運営の推進

・施設更新における環境負荷軽減への取り組み × × 〇
・発生土の再利用、建設副産物の発生抑制、環
境対策型の重機使用等に取り組む。

3-7
窓口サービスの充実

・窓口サービスの充実 △ 〇 〇
・窓口業務で民間委託を導入済み。スマートフォ
ン決済やインターネットでの手続き等を進める。

3-8
利用者ニーズへの対応

・ホームページ等に寄せられたご意見の検討 × 〇 〇
・市ＨＰに寄せられたご意見等を検討し、水道
サービスの向上を図る。

進捗状況

1
・
安
全

２
・
強
靭

３
・
持
続

６章に示した具体的な施策内容の一覧を下表に示します。 
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7－1 施策の実施工程 

第６章で本市の水道事業の具体的な施策内容を示しました。将来にわたり安定的に水道事業を継続し

ていくためには、前章の施策を計画期間内だけでなく、計画期間以降も継続して取り組んでいく必要があり

ます。 

本市では、平成 30 年度策定のアセットマネジメント計画、令和 2 年度策定の水道事業経営戦略、及び

令和 4 年度策定の簡易水道事業経営戦略において水道資産である施設・設備・管路の更新計画を策定

している。「第２次薩摩川内市水道ビジョン」は、「薩摩川内市水道（簡易水道）事業経営戦略」の上位計

画として位置付けられるため、水道資産の更新に関する投資の計画は、前述の３つの計画と整合を図るこ

ととなります。 

また、投資に対する財源手当てに関する基本的な考え方も「薩摩川内市水道（簡易水道）事業経営戦

略」と同様とし、財源の計画も整合を図ります。 

よって、本ビジョンの計画期間における実施すべき施策は、次ページ以降の「薩摩川内市水道（簡易水

道）事業経営戦略」の財政収支計画に基づいています。 
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5

9
9
,4

0
1

1
0
0
,4

3
8

1
0
1
,4

8
4

1
0
1
,4

8
4

1
0
1
,4

8
4

1
0
1
,4

8
4

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

8
7
,3

8
3

(2
)

5
0
7
,8

4
2

5
0
7
,4

7
6

5
0
6
,9

4
6

5
0
6
,5

5
3

5
0
6
,1

5
7

5
0
5
,7

5
9

5
0
5
,3

6
0

5
0
4
,9

6
2

5
0
4
,5

6
6

5
0
4
,1

6
8

8
0
,9

6
2

8
0
,6

0
5

8
0
,0

8
7

7
9
,7

0
3

7
9
,3

1
6

7
8
,9

2
7

7
8
,5

3
7

7
8
,1

4
8

7
7
,7

6
1

7
7
,3

7
2

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

8
9
,5

9
7

5
,7

2
1

5
,7

2
1

5
,7

2
1

5
,7

2
1

5
,7

2
1

5
,7

2
1

5
,7

2
1

5
,7

2
1

5
,7

2
1

5
,7

2
1

3
3
1
,5

6
2

3
3
1
,5

5
3

3
3
1
,5

4
1

3
3
1
,5

3
2

3
3
1
,5

2
3

3
3
1
,5

1
4

3
3
1
,5

0
5

3
3
1
,4

9
6

3
3
1
,4

8
7

3
3
1
,4

7
8

(3
)

7
1
6
,0

3
4

7
2
4
,4

2
5

7
3
0
,6

4
0

7
3
3
,3

4
5

7
2
5
,2

7
7

6
9
8
,6

7
4

6
9
6
,6

4
4

7
1
0
,3

3
2

7
2
3
,1

2
3

7
4
3
,1

2
8

２
．

6
2
,2

5
5

5
9
,1

1
6

5
5
,9

8
8

5
2
,9

0
8

4
9
,8

0
9

4
7
,2

4
6

4
4
,9

5
0

4
3
,2

1
1

4
1
,9

3
5

4
0
,9

0
2

(1
)

6
0
,8

5
5

5
7
,7

1
6

5
4
,5

8
8

5
1
,5

0
8

4
8
,4

0
9

4
5
,8

4
6

4
3
,5

5
0

4
1
,8

1
1

4
0
,5

3
5

3
9
,5

0
2

(2
)

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

(D
)

1
,4

6
8
,8

7
4

1
,4

7
4
,7

5
4

1
,4

7
8
,3

1
6

1
,4

7
8
,5

6
4

1
,4

6
8
,0

2
7

1
,4

3
9
,5

0
0

1
,4

3
5
,8

2
1

1
,4

4
7
,3

7
2

1
,4

5
8
,4

9
1

1
,4

7
7
,0

6
5

(E
)

2
6
0
,4

1
2

2
4
2
,2

1
1

2
2
3
,6

3
5

2
0
7
,0

2
6

1
9
8
,3

4
1

2
1
4
,7

1
5

2
0
2
,1

6
8

1
7
8
,8

3
5

1
5
2
,2

1
3

1
2
0
,8

9
9

(F
)

(G
)

2
,6

0
0

2
,6

0
0

2
,6

0
0

2
,6

0
0

2
,6

0
0

2
,6

0
0

2
,6

0
0

2
,6

0
0

2
,6

0
0

2
,6

0
0

(H
)

△
 2

,6
0
0

△
 2

,6
0
0

△
 2

,6
0
0

△
 2

,6
0
0

△
 2

,6
0
0

△
 2

,6
0
0

△
 2

,6
0
0

△
 2

,6
0
0

△
 2
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0
0

△
 2

,6
0
0

2
5
7
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1
2

2
3
9
,6

1
1

2
2
1
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3
5
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0
4
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2
6

1
9
5
,7

4
1

2
1
2
,1

1
5

1
9
9
,5

6
8

1
7
6
,2

3
5

1
4
9
,6

1
3

1
1
8
,2

9
9

(I
)

(J
)

2
,1

8
1
,5

1
6

2
,3

0
3
,3

8
7

2
,4

0
8
,0

9
5

2
,4

4
7
,3

5
5

2
,4

7
7
,3

0
3

2
,4

7
3
,9

8
9

2
,4

4
3
,3

6
0

2
,4

2
5
,5

2
3

2
,4

0
5
,1

8
6

2
,3

8
7
,5

3
0

6
9
,4

4
6

6
9
,0

8
3

6
8
,5

5
2

6
8
,1

6
0

6
7
,7

6
5

6
7
,3

6
5

6
6
,9

6
7

6
6
,5

7
0

6
6
,1

7
5

6
5
,7

7
8

(K
)

5
3
1
,4

8
6

5
3
5
,8

6
8

5
3
7
,2

2
4

5
2
2
,5

9
2

5
0
7
,1

3
0

4
8
5
,1

9
2

4
6
7
,6

2
0

4
5
5
,4

5
0

4
4
1
,3

1
2

4
3
2
,0

8
3

3
0
5
,1

4
7

3
0
9
,8

4
4

3
1
1
,5

3
3

2
9
4
,5

3
1

2
7
8
,0

7
2

2
5
3
,7

1
6

2
3
1
,3

0
0

2
1
9
,4

1
4

2
0
5
,3

9
4

1
9
6
,3

5
1

2
0
4
,9

6
8

2
0
4
,6

5
4

2
0
4
,3

2
1

2
0
6
,6

9
1

2
0
7
,6

8
7

2
1
0
,1

0
5

2
1
4
,9

4
9

2
1
4
,6

6
6

2
1
4
,5

4
8

2
1
4
,3

6
2

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

1
,5

8
2
,0

8
6

1
,5

7
3
,9

0
0

1
,5

6
1
,9

4
2

1
,5

5
3
,1

1
7

1
,5

4
4
,2

2
8

1
,5

3
5
,2

1
2

1
,5

2
6
,2

5
9

1
,5

1
7
,3

0
6

1
,5

0
8
,4

1
8

1
,4

9
9
,4

6
5

(N
)

(O
)

(P
)

R
1
2
年

度
R

1
3
年

度
R

1
4
年

度

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

R
1
1
年

度

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

う
ち

未
払

金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

流
動

負
債

支
出

計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

退
職

給
付

費

そ
の

他

経
費

動
力

費

修
繕

費

支
払

利
息

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計

そ
の

他

そ
の

他

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

R
7
年

度
R

8
年

度
R

9
年

度
R

1
0
年

度
R

5
年

度
R

6
年

度

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

収
益
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様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

上
水

道
事

業
（
単

位
：
千

円
、

税
込

み
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

2
3
0
,0

0
0

2
3
0
,0

0
0

2
3
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

1
8
0
,0

0
0

1
8
0
,0

0
0

1
8
0
,0

0
0

1
8
0
,0

0
0

1
8
0
,0

0
0

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

2
2
,2

8
2

2
2
,2

8
3

2
2
,3

2
2

2
2
,7

8
2

2
3
,1

9
8

2
3
,8

5
5

2
4
,9

1
0

2
4
,9

3
2

2
5
,1

6
2

2
5
,1

6
2

９
．

(A
)

2
5
2
,2

8
2

2
5
2
,2

8
3

2
5
2
,3

2
2

2
2
2
,7

8
2

2
2
3
,1

9
8

2
0
3
,8

5
5

2
0
4
,9

1
0

2
0
4
,9

3
2

2
0
5
,1

6
2

2
0
5
,1

6
2

(B
)

(C
)

2
5
2
,2

8
2

2
5
2
,2

8
3

2
5
2
,3

2
2

2
2
2
,7

8
2

2
2
3
,1

9
8

2
0
3
,8

5
5

2
0
4
,9

1
0

2
0
4
,9

3
2

2
0
5
,1

6
2

2
0
5
,1

6
2

１
．

7
9
1
,7

5
9

7
9
1
,9

0
1

7
9
2
,0

4
5

8
1
2
,3

6
0

8
2
2
,3

3
7

8
4
2
,4

8
6

8
8
0
,6

3
5

8
8
0
,6

3
5

8
8
1
,4

2
1

8
8
1
,4

5
1

2
3
,5

1
7

2
3
,6

5
9

2
3
,8

0
3

2
3
,9

4
9

2
4
,0

9
6

2
4
,2

4
4

2
4
,3

9
4

2
4
,3

9
4

2
4
,3

9
4

2
4
,3

9
4

２
．

2
9
6
,8

4
8

3
0
5
,1

4
7

3
0
9
,8

4
4

3
1
1
,5

3
3

2
9
4
,5

3
1

2
7
8
,0

7
2

2
5
3
,7

1
6

2
3
1
,3

0
0

2
1
9
,4

1
4

2
0
5
,3

9
4

３
．

４
．

５
．

(D
)

1
,0

8
8
,6

0
7

1
,0

9
7
,0

4
8

1
,1

0
1
,8

8
9

1
,1

2
3
,8

9
3

1
,1

1
6
,8

6
8

1
,1

2
0
,5

5
8

1
,1

3
4
,3

5
1

1
,1

1
1
,9

3
5

1
,1

0
0
,8

3
5

1
,0

8
6
,8

4
5

(E
)

△
 8

3
6
,3

2
5

△
 8

4
4
,7

6
5

△
 8

4
9
,5

6
7

△
 9

0
1
,1

1
1

△
 8

9
3
,6

7
0

△
 9

1
6
,7

0
3

△
 9

2
9
,4

4
1

△
 9

0
7
,0

0
3

△
 8

9
5
,6

7
3

△
 8

8
1
,6

8
3

１
．

1
,7

3
6
,8

1
2

1
,8

8
0
,0

4
9

2
,0

3
0
,5

2
1

2
,1

4
6
,4

1
3

2
,1

9
4
,7

0
6

2
,2

1
4
,9

0
2

2
,2

2
2
,4

5
0

2
,1

9
6
,6

6
7

2
,2

1
3
,3

8
5

2
,2

4
5
,7

0
7

２
．

3
2
8
,9

4
2

3
1
7
,6

7
8

2
8
1
,1

1
4

2
6
2
,9

1
3

2
4
4
,3

3
7

2
2
7
,7

2
8

2
1
9
,0

4
3

2
3
5
,4

1
7

2
2
2
,8

7
0

1
9
9
,5

3
7

３
．

４
．

6
9
,9

5
2

6
9
,9

6
5

6
9
,9

7
5

7
1
,7

8
0

7
2
,6

4
9

7
4
,4

2
1

7
7
,7

9
3

7
7
,7

9
1

7
7
,8

4
2

7
7
,8

4
4

(F
)

2
,1

3
5
,7

0
7

2
,2

6
7
,6

9
2

2
,3

8
1
,6

1
0

2
,4

8
1
,1

0
6

2
,5

1
1
,6

9
2

2
,5

1
7
,0

5
1

2
,5

1
9
,2

8
6

2
,5

0
9
,8

7
5

2
,5

1
4
,0

9
7

2
,5

2
3
,0

8
8

1
,2

9
9
,3

8
2

1
,4

2
2
,9

2
7

1
,5

3
2
,0

4
3

1
,5

7
9
,9

9
5

1
,6

1
8
,0

2
2

1
,6

0
0
,3

4
8

1
,5

8
9
,8

4
5

1
,6

0
2
,8

7
1

1
,6

1
8
,4

2
4

1
,6

4
1
,4

0
5

(G
)

(H
)

4
,5

2
3
,2

5
5

4
,4

4
8
,1

0
8

4
,3

6
8
,2

6
4

4
,2

5
6
,7

3
1

4
,1

6
2
,2

0
0

4
,0

6
4
,1

2
8

3
,9

9
0
,4

1
2

3
,9

3
9
,1

1
2

3
,8

9
9
,6

9
8

3
,8

7
4
,3

0
4

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

4
5
,7

7
1

4
5
,0

6
8

4
4
,3

6
1

4
1
,2

7
1

3
7
,3

8
0

3
5
,0

9
1

3
0
,0

1
1

2
7
,1

3
5

2
2
,2

0
7

1
8
,4

7
3

4
5
,7

7
1

4
5
,0

6
8

4
4
,3

6
1

4
1
,2

7
1

3
7
,3

8
0

3
5
,0

9
1

3
0
,0

1
1

2
7
,1

3
5

2
2
,2

0
7

1
8
,4

7
3

4
5
,7

7
1

4
5
,0

6
8

4
4
,3

6
1

4
1
,2

7
1

3
7
,3

8
0

3
5
,0

9
1

3
0
,0

1
1

2
7
,1

3
5

2
2
,2

0
7

1
8
,4

7
3

R
1
3
年

度

R
1
3
年

度

R
1
4
年

度

R
1
4
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

R
1
1
年

度

R
1
1
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(C

)-
(D

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

R
1
2
年

度

R
1
2
年

度
R

9
年

度
R

1
0
年

度

収
益

的
収

支
分

R
5
年

度
R

6
年

度
R

7
年

度
R

8
年

度

補
塡

財
源

残
高

(E
)+

(F
)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

R
7
年

度
R

8
年

度
R

9
年

度
R

1
0
年

度
R

5
年

度
R

6
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

76



様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

簡
易

水
道

事
業

（
単

位
：
千

円
，

％
、

税
抜

き
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

9
3
,8

6
4

9
2
,9

7
3

9
2
,1

8
9

9
1
,2

9
7

9
0
,4

0
5

8
9
,5

1
5

8
8
,6

2
6

8
7
,7

3
9

8
6
,9

1
6

8
5
,9

0
1

(1
)

9
2
,9

3
6

9
2
,0

4
5

9
1
,2

6
1

9
0
,3

6
9

8
9
,4

7
7

8
8
,5

8
7

8
7
,6

9
8

8
6
,8

1
1

8
5
,9

8
8

8
4
,9

7
3

(2
)

(B
)

(3
)

9
2
8

9
2
8

9
2
8

9
2
8

9
2
8

9
2
8

9
2
8

9
2
8

9
2
8

9
2
8

２
．

1
9
8
,7

5
2

1
9
8
,5

1
0

1
9
6
,2

1
2

1
9
5
,8

0
3

1
9
6
,5

9
2

2
0
0
,5

8
4

2
0
4
,2

4
7

2
0
8
,8

6
9

2
1
1
,6

8
7

2
1
0
,2

5
7

(1
)

1
0
0
,8

1
0

1
0
3
,0

8
2

1
0
3
,6

6
8

1
0
6
,6

4
6

1
0
6
,6

7
2

1
0
8
,6

2
1

1
1
3
,2

0
8

1
1
5
,9

2
3

1
1
8
,0

3
6

1
1
8
,1

9
9

1
0
0
,8

1
0

1
0
3
,0

8
2

1
0
3
,6

6
8

1
0
6
,6

4
6

1
0
6
,6

7
2

1
0
8
,6

2
1

1
1
3
,2

0
8

1
1
5
,9

2
3

1
1
8
,0

3
6

1
1
8
,1

9
9

(2
)

7
1
,3

0
0

7
0
,8

7
2

6
9
,7

4
1

6
9
,2

1
6

6
9
,4

7
5

7
1
,0

0
8

7
2
,9

9
0

7
5
,1

3
3

7
5
,9

6
3

7
4
,2

7
3

(3
)

2
6
,6

4
2

2
4
,5

5
6

2
2
,8

0
3

1
9
,9

4
1

2
0
,4

4
5

2
0
,9

5
5

1
8
,0

4
9

1
7
,8

1
3

1
7
,6

8
8

1
7
,7

8
5

2
5
,0

0
0

2
2
,9

1
4

2
1
,1

6
1

1
8
,2

9
9

1
8
,8

0
3

1
9
,3

1
3

1
6
,4

0
7

1
6
,1

7
1

1
6
,0

4
6

1
6
,1

4
3

(C
)

2
9
2
,6

1
6

2
9
1
,4

8
3

2
8
8
,4

0
1

2
8
7
,1

0
0

2
8
6
,9

9
7

2
9
0
,0

9
9

2
9
2
,8

7
3

2
9
6
,6

0
8

2
9
8
,6

0
3

2
9
6
,1

5
8

１
．

2
6
4
,8

6
0

2
6
4
,3

2
6

2
6
2
,2

6
7

2
6
1
,1

1
6

2
6
1
,6

9
6

2
6
4
,4

6
0

2
6
8
,2

7
1

2
7
2
,0

5
3

2
7
4
,0

4
2

2
7
2
,5

5
6

(1
)

3
4
,9

3
9

3
5
,1

9
1

3
5
,4

4
7

3
5
,7

0
7

3
5
,9

7
0

3
6
,2

3
8

3
6
,5

0
9

3
6
,5

0
9

3
6
,5

0
9

3
6
,5

0
9

1
6
,7

9
8

1
7
,0

5
0

1
7
,3

0
6

1
7
,5

6
6

1
7
,8

2
9

1
8
,0

9
7

1
8
,3

6
8

1
8
,3

6
8

1
8
,3

6
8

1
8
,3

6
8

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

1
8
,1

4
1

(2
)

8
7
,4

8
8

8
7
,3

9
3

8
7
,2

6
9

8
7
,1

4
3

8
6
,9

8
4

8
6
,8

2
5

8
6
,6

3
3

8
6
,4

4
1

8
6
,3

7
4

8
6
,3

0
8

5
,6

9
9

5
,6

1
9

5
,5

1
5

5
,4

0
9

5
,2

7
6

5
,1

4
2

4
,9

8
1

4
,8

2
0

4
,7

6
4

4
,7

0
8

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

2
2
,7

8
4

6
0
8

6
0
8

6
0
8

6
0
8

6
0
8

6
0
8

6
0
8

6
0
8

6
0
8

6
0
8

5
8
,3

9
7

5
8
,3

8
2

5
8
,3

6
2

5
8
,3

4
2

5
8
,3

1
6

5
8
,2

9
1

5
8
,2

6
0

5
8
,2

2
9

5
8
,2

1
8

5
8
,2

0
8

(3
)

1
4
2
,4

3
3

1
4
1
,7

4
2

1
3
9
,5

5
1

1
3
8
,2

6
6

1
3
8
,7

4
2

1
4
1
,3

9
7

1
4
5
,1

2
9

1
4
9
,1

0
3

1
5
1
,1

5
9

1
4
9
,7

3
9

２
．

1
3
,5

2
9

1
2
,6

7
7

1
2
,0

3
5

1
1
,5

7
2

1
1
,2

3
4

1
0
,9

3
7

1
0
,6

4
7

1
0
,4

4
9

1
0
,2

4
1

1
0
,0

3
9

(1
)

9
,4

7
4

8
,6

2
2

7
,9

8
0

7
,5

1
7

7
,1

7
9

6
,8

8
2

6
,5

9
2

6
,3

9
4

6
,1

8
6

5
,9

8
4

(2
)

4
,0

5
5

4
,0

5
5

4
,0

5
5

4
,0

5
5

4
,0

5
5

4
,0

5
5

4
,0

5
5

4
,0

5
5

4
,0

5
5

4
,0

5
5

(D
)

2
7
8
,3

8
9

2
7
7
,0

0
3

2
7
4
,3

0
2

2
7
2
,6

8
8

2
7
2
,9

3
0

2
7
5
,3

9
7

2
7
8
,9

1
8

2
8
2
,5

0
2

2
8
4
,2

8
3

2
8
2
,5

9
5

(E
)

1
4
,2

2
7

1
4
,4

8
0

1
4
,0

9
9

1
4
,4

1
2

1
4
,0

6
7

1
4
,7

0
2

1
3
,9

5
5

1
4
,1

0
6

1
4
,3

2
0

1
3
,5

6
3

(F
)

(G
)

1
,2

0
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

(H
)

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

△
 1

,2
0
0

1
3
,0

2
7

1
3
,2

8
0

1
2
,8

9
9

1
3
,2

1
2

1
2
,8

6
7

1
3
,5

0
2

1
2
,7

5
5

1
2
,9

0
6

1
3
,1

2
0

1
2
,3

6
3

(I
)

(J
)

2
0
2
,8

5
2

2
0
2
,7

7
0

2
0
2
,2

9
9

1
8
3
,0

2
4

1
7
6
,4

0
6

1
6
9
,8

4
2

1
7
3
,4

9
4

1
7
7
,5

6
4

1
8
7
,4

0
7

1
9
6
,9

9
8

3
1
,2

0
8

3
1
,1

4
8

3
0
,8

4
1

2
8
,8

5
1

3
0
,0

9
4

3
0
,3

0
3

3
0
,9

2
8

3
0
,8

3
5

3
1
,2

9
7

3
1
,3

1
8

(K
)

1
2
1
,9

6
4

1
1
8
,3

6
9

1
1
4
,1

4
6

1
1
6
,9

1
9

1
1
9
,4

0
9

1
1
5
,6

6
2

1
1
5
,7

4
5

1
1
5
,4

5
5

1
1
5
,0

6
4

1
1
3
,0

7
9

6
4
,1

9
8

6
0
,7

3
3

5
6
,4

6
9

5
9
,3

2
6

6
1
,9

7
1

5
8
,2

6
7

5
8
,1

8
5

5
8
,1

6
6

5
7
,8

2
9

5
5
,6

8
7

5
7
,7

6
6

5
7
,6

3
6

5
7
,6

7
7

5
7
,5

9
3

5
7
,4

3
8

5
7
,3

9
5

5
7
,5

6
0

5
7
,2

8
9

5
7
,2

3
5

5
7
,3

9
2

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

9
3
,8

6
4

9
2
,9

7
3

9
2
,1

8
9

9
1
,2

9
7

9
0
,4

0
5

8
9
,5

1
5

8
8
,6

2
6

8
7
,7

3
9

8
6
,9

1
6

8
5
,9

0
1

(N
)

(O
)

(P
)

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

収
益

R
9
年

度
R

1
0
年

度
R

1
1
年

度
R

1
2
年

度
R

5
年

度
R

6
年

度
R

7
年

度
R

8
年

度

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計

そ
の

他

そ
の

他

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

う
ち

資
本

費
繰

入
収

益

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

退
職

給
付

費

そ
の

他

経
費

動
力

費

修
繕

費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

う
ち

未
払

金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
00

）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

R
1
3
年

度

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

R
1
4
年

度

77



様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

簡
易

水
道

事
業

（
単

位
：
千

円
、

税
込

み
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

46
,4

0
0

46
,4

0
0

46
,0

0
0

43
,9

0
0

52
,2

0
0

52
,6

0
0

56
,0

0
0

54
,6

0
0

56
,8

0
0

57
,2

0
0

２
．

20
,0

0
0

20
,0

0
0

20
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

３
．

４
．

５
．

６
．

76
,6

7
0

76
,6

7
0

75
,3

9
0

66
,7

5
0

75
,0

0
0

75
,5

0
0

78
,7

0
0

77
,4

0
0

79
,5

0
0

80
,1

0
0

７
．

８
．

4
,5

0
0

4
,5

0
0

4
,5

0
0

4
,5

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

９
．

(A
)

14
7
,5

7
0

14
7
,5

7
0

14
5
,8

9
0

12
3
,1

5
0

13
8
,2

0
0

13
9
,1

0
0

14
5
,7

0
0

14
3
,0

0
0

14
7
,3

0
0

14
8
,3

0
0

(B
)

(C
)

14
7
,5

7
0

14
7
,5

7
0

14
5
,8

9
0

12
3
,1

5
0

13
8
,2

0
0

13
9
,1

0
0

14
5
,7

0
0

14
3
,0

0
0

14
7
,3

0
0

14
8
,3

0
0

１
．

17
2
,8

0
3

17
2
,8

0
4

17
3
,5

3
7

17
3
,4

1
7

17
2
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7－2 ビジョン推進とフォローアップ 

本市水道の基本理念である『自然の恵み 未来に活かす薩摩川内のみず』、および目標を確実に達成

するためには、実施方策の進捗管理と計画の改善が必要不可欠です。  

実現方策の進捗については、PDCAサイクルに基づいたフォローアップを５年に一度実施し、社会・経済

情勢の変化を踏まえた上で目標の達成状況確認と改善の検討を行うことにより、ビジョンの実施を確実な

ものにします。 
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表紙は、薩摩川内市の市章です。 

薩摩川内市の頭文字の S と川内川の形状を組み合わせたデザインとなっています。 

緑は田園と山々の自然のやすらぎを、青は海・川・湖など水のうるおいを表わしています。 

広い面積を有する薩摩川内市が一体となって地域力・都市力を発揮し、明るい未来に 

向けて力強く躍動する姿を表現したものとなっています。 
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